
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県ダンプカー協会 380-0928 長野市若里 4丁目 8－47 長野県砂利砕石業協会館内 026-266-0722 

東信地区 384-2203 佐久市布施 324-4 東信砕石協同組合内 0267-53-6145 

諏訪地区 

（県協会扱い） 
380-0928 長野市若里 4丁目 8－47 長野県砂利砕石業協会館内 026-266-0722 

伊那地区 396-0015 伊那市中央 6414-2 天竜川上流砂利採取販売協同組合内 0265-72-3066 

飯田地区 395-0003 飯田市上郷別府 3341-7 飯伊砂利採取販売協同組合内 0265-22-3406 

松本平地区 390-0851 松本市島内西川原 6931-87 松本平砂利事業協同組合内 0263-47-3715 

更埴地区 389-0805 千曲市上徳間 837-3 千曲筋砂利採取販売事業協同組合内 026-275-1871 

須高地区 382-0098 須坂市墨坂南 4-17-13（（社））長野県設業業協会須坂部内内 026-245-0803 

中高地区 381-0402 下高井郡山ノ内町大字佐野 2516-20 株式会）池田商事内 0269-33-0504 

長野地区 380-0911 
長野市稲葉中河原沖 921-1 長水砂利採取販売事業協同組合

内 
026-221-6877 

飯山地区 389-2255 飯山市大字静間 307-2 長野県設業業協会飯山部内内 0269-62-2579 

入会金   １社 ２，０００円 

年会費   保有の車両状況により 

・５トン以上の大型車 ２，０００円/１台 

・５トン未満のダンプ  １，０００円/１台 

・１会員年額      ３，０００円 

◇◆◇◆◇◆ 公共工事の現場から過積載車両を排除します ◇◆◇◆◇◆ 
国の申し合わせにより、公共工事の現場から過積載車両の排除が進められ、工事用資材

の搬入では、適正な積載を確保することを設計図書や現場説明書へ明示しています。 

長野県の発注する公共事業では、建設業者に対して①過積載を行っている業者からは、

土砂・資材を購入しない。②元請業者に対して本協会加盟業者等のダンプカー使用を促進

する。ことが、条件明示事項の「指導事項」として周知されています。 
 

社般）団法人長野県ダンプカー協会は、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に

関する特別措置法第 12 条」に規定する団体です。 

会員加盟の事業所や従事者を対象とした交通安全・輸送法令等に関する研修会では、講師を、長野

労働局・長野県・長野県警察本内等からお招きし法令順守等の意識向上を図り、加盟の事業所に所属

するダンプカーでは「ダンプトラック等による過積載、不正改造等の防止」を推進しています。 

 

連 絡 先 


